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重要事項説明書 

 

１ 当事業所の概要 

（１）事業所の概要 

事 業 所 名 うえの訪問看護ステーション 

所 在 地  福岡県糟屋郡志免町志免２－１０－２０ 

連 絡 先  ０９２－４１０－１１６０ 

管 理 者 名  永野 賢一 

サービス種類 訪問看護 介護予防訪問看護 

介護保険指定番号  ４０６０４９０４３２号 

サービス提供地域 
 糟屋郡志免町 須恵町 宇美町 粕屋町 篠栗町 福岡市博多区 大野城市 

 春日市 太宰府市      

※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。   

（２）営業時間 

月～金曜日 午前９：００～午後５：００ （但し土曜日は午前９：００～１２：００） 

定 休 日 日曜、祝日、年末年始 （１２月３０日～１月３日） ※緊急時は随時対応 

24時間対応体制 休日及び時間外は、携帯電話での対応となります 

 

 

 

（３）職員体制 

 １、管理者 看護師1名（常勤） 

 ２、看護師等 看護師 3名以上（常勤換算2.5名以上） 

 ３、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が必要に応じてサービス提供に当たる。1 名以上（兼務職員 1

名以上） 

 

（４）訪問看護サービスの内容 

 １ 病状・障害の観察 

２ 清拭・洗髪等による清潔の保持 

３ 療養上の世話 

４ 褥創の予防・処置 

５ リハビリテーション 

６ 認知症患者の看護 

７ 療養生活や介護方法の指導 

８ カテーテル等の管理 

９ その他医師の指示による医療処置 
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２ 事業の目的・運営方針 

（１）目的 

在宅で療養を必要とされるご利用者様に対し、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことに

より、その利用者様が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営む

ことができるように支援することを目的にサービスを提供します。 

 

（２）運営方針                                          

１－１ 指定訪問看護等においては、要介護状態等の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常

生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものと

します。 

  ２ 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるも

のとします。 

３ 利用者の要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に

行うものとします。 

４ 指定訪問看護等の提供に当たっては、医師の指示並びに訪問看護計画に基づき、利用者の心身機能

の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行います。 

５ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研

修を実施する等の措置を講じるものとします。 

６ 指定訪問看護等の提供にあたっては、介護保険法第118条の２第１項に規定する介護保険等関連情報

その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとします。 

２ 指定訪問看護等の提供に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努め

ます。 

３ 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まないこととします。 

 

 

３ 当事業所の連絡窓口（相談・苦情・キャンセル連絡など） 

TEL ：０９２－４１０－１１６０ 

担 当 部 署： うえの訪問看護ステーション  

担  当  者： 永野 賢一             

受 付 時 間： 午前９：００ ～ 午後５：００        

※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市区町村でも受付けております。 
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４ 費用 

（１）利用料金   地域単価(その他の地域) １０.００円 

＊介護保険   ＊介護保険（予防） 

サービス所要時間 

単位 基本料金 

介護 予防 
1割負担 2割負担 3割負担 

介護 予防 介護 予防 介護 予防 

20分未満 313単位 302単位 313円 302円 626円 604円 939円 906円 

30分未満 470単位 450単位 470円 450円 940円 900円 1,410円 1,350円 

30分以上1時間未満 821単位 792単位 821円 792円 1,642円 1,584円 2,463円 2,376円 

1時間以上1時間30分未満 1125単位 1087単位 1,125円 1,087円 2,250円 2,174円 3,375円 3,261円 

※夜間・早朝は25％割り増し、深夜は50％割り増しとなります。 

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。 

 

○サービスの加算料金 

加算項目 単位 基本料金（1割） 基本料金（2割） 基本料金（3割） 

初回加算（該当月） 300単位 300円 600円 900円 

特別管理加算（Ⅰ）（1月につき） 500単位 500円 1,000円 1,500円 

特別管理加算（Ⅱ）（1月につき） 250単位 250円 500円 750円 

緊急時訪問看護加算（1月につき） 574単位 574円 1,148円 1,722円 

ターミナルケア加算 2000単位 2,000円 4,000円 6,000円 

複数名訪問看護加算 
30分未満 254単位 254円 508円 762円 

30分以上 402単位 402円 804円 1,206円 

長時間訪問看護加算 300単位 300円 600円 900円 

退院時共同指導加算 600単位 600円 1,200円 1,800円 

※ 長時間訪問看護加算は、指定訪問看護に関して、特別な管理が必要な利用者に対し、所要時間が1時間以上 

1 時間 30 分未満の指定訪問看護を行った後、引き続き指定訪問看護を行った場合であり、当該指定訪問看護
の所要時間を通算したときに1時間30分以上になる場合、1回につき300単位を所定単位数に加算。 

また、ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置づけられていることが必要です。 

※ 網かけの枠に書かれている加算については支給限度額には含まれません。 

※ 准看護師訪問時は所定単位数の100分の90を算定いたします。 

 
 
＊医療保険（後期高齢者医療含む） 
 
○訪問看護基本療養費 （下記金額を基に負担割合に応じてのお支払となります。） 

区分 週3日まで 
週3日まで 

准看護師 
週4日目以降 

週4日目以降

准看護師 

看護師

等 

訪問看護基本療養費（Ⅰ） 5,550円 5,050円 6,550円 6,050円 

訪問看護基本療養費（Ⅱ） 

同一建物に居住する複数の 

利用者へ同一日のサービス 

利用者へ同一日のサー

ビス 

2人 5,550円 5,050円 6,550円 6,050円 

3人 2,780円 2,530円 3,280円 3,030円 

 

基本療養費（Ⅲ）在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者に対するサービス 8,500円 

 
 
○訪問看護管理療養費 

基準 管理療養費 
左記該当金額を基に負担割合に 

応じてのお支払いとなります。 
 月の初日（1日目） 7,440円 

 2日目以降（1日につき） 3,000円 
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○各種加算  （下記該当金額を基に負担割合に応じてのお支払となります。） 

加算項目 加算 算定回数等 

緊急訪問看護加算 2,650円 日 

難病等複数回訪問加算 
1日2回まで 4,500円 回 

1日3回以上 8,000円 回 

長時間訪問看護加算 90分以上 5,200円 週1回 

複数名訪問看護加算 

（1名以上の看護職員と同行） 

看護師等と訪問 4,500円 週1回 

准看護師と訪問 3,800円 週1回 

看護補助者と訪

問 
3,000円 特別指示の場合は週4回以上訪問可能 

 
 
＊医療保険（後期高齢者医療含む） 
 
○各種加算（下記該当金額を基に負担割合に応じたお支払いとなります。） 

加算項目 加算 算定回数等 

夜間･早朝訪問看護加算 2,100円 1日1回 
夜間18:00～22:00 

早朝6:00～8:00 

深夜訪問看護加算 4,200円 1日1回 深夜22:00～6:00 

 

24時間対応体制加算 6,400円 1月につき  

退院時共同指導加算 8,000円 入院中1回 必要とみなされた場合のみ 

特別管理指導加算 2,000円 特別管理加算の対象者 

退院支援指導加算 6,000円 退院日 一定基準の対象者のみ 

特別管理加算 
5,000円 

1月につき 特定の疾患により料金が異なります 
2,500円 

 

訪問看護ターミナルケア療養費 25,000円 死亡時  

 

訪問看護情報提供療養費 1,500円 関係機関の求めに応じて1人につき1回 

 
 
 

（２）保険適用外（介護保険･医療保険）サービス 

 保険適用外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の実費負担となります。 

 

＊エンゼルケア（希望時） 10.000円  

 

 

（３）利用料金などのお支払方法 

毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月１５日前後に請求します。 

 

 

（４）交通費・駐車料金 

 当事業所にて負担します。ご利用者様への請求はいたしません。 
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５ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の

作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

（２）サービスの終了 

① ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の２週間前までにお申し出ください。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場

合は、事前に、文書で通知いたします。 

③ 自動終了（以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します） 

・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された  

場合 ※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。 

・ご利用者様が亡くなられた場合 

④ 契約解除 

・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家

族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通

知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。  

・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを１ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもか

かわらず３０日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約

を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより当事業所におけるサービス

提供を即座に終了させていただく場合があります。 

  ・ご利用者様またはそのご家族様により、本契約が継続し難いほどの著しい不信行為を行うなどの、重

大な事情が認められる場合、当事業所は文書で通知することにより本契約を直ちに解除することがで

きます。 

⑤ その他 

・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康状態や、体調が悪

い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。 

・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その

場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。 

・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかになった

場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用をお断りする場合が

あります。 

・ご利用者様やご家族が当事業所に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合について、

文書通知をもって契約を解除させていただくことがあります。 

（３）サービスのキャンセル 

・ご利用者様がサービスの利用を中止する際には、サービス利用の前日までに当事業所までご連絡くだ

さい。なお、キャンセル料は不要です。 

 

 

６ 緊急時の対応方法 

当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合

わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。 
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契約書   

 

          様 （以下、「利用者」といいます）と、うえの訪問看護ステーション（以下、「事業者」

といいます）は、事業者が利用者に対して行う訪問看護について、次のとおり契約を結びます。 

 

第１条 （契約の目的） 

１． 事業者は、利用者に対し介護保険・医療保険法令およびこの契約書にしたがって、利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように、療養生活

を支援し、心身の機能維持回復を図るために、訪問看護のサービスを提供し、利用者は、事業者に対

し、そのサービスに対する料金を支払います。 

 

第２条 （契約期間） 

１． この契約の契約期間は契約締結の日から、利用者の要介護認定の有効期間満了日まで、若しくは第９条

に基づく契約の終了まで、本契約の定めるところにしたがって、当事業者が提供する訪問看護のサービ

スを利用できるものとします。 

２． 利用者から事業者に対し、契約満了日の３０日前までに文書による契約終了の申し出がない場合、契約

は自動的に更新されるものとします。 

 

第３条 （訪問看護計画の作成・変更） 

１. 事業者は、医師の診断に基づいて、利用者の病状・心身状況・日常生活全般の状況および希望を踏まえ、

訪問看護計画を作成します。 

２. 訪問看護計画は、居宅サービス計画が作成されている場合、その居宅サービス計画の内容に沿って作成

します。 

３. 事業者は、訪問看護計画の内容を、利用者およびその家族に対して説明を行い、利用者およびその家族

の同意を得るものとします。 

４. 次のいずれかに該当する場合、事業者は、第１条に規定する訪問看護の目的にしたがって、訪問看護計

画を変更します。 

① 利用者の心身の状況・環境などの変化により、当該訪問看護計画の変更を要する場合 

② 利用者およびその家族などが、訪問看護計画の変更を希望する場合 

５. 事業者は、前項の訪問看護計画の変更を行う場合、利用者およびその家族に対して書面を交付して説明

を行い、利用者およびその家族の同意を得るものとします。 

 

第４条 （主治医との関係） 

１． 事業者は、主治医からの指示を文書で受け、訪問看護のサービス提供を開始します。 

２． 事業者は、「訪問看護計画書」および「訪問看護報告書」を主治医に提出し、密接な連携を図ります。 

 

第５条 （訪問看護サービスの内容） 

１． 利用者が提供を受けることのできる訪問看護のサービス内容については、別紙【重要事項説明書】に記

載されているとおりです。 

２． 事業者は、別紙【重要事項説明書】に定めた内容について、利用者およびその家族に説明を行います。 

３． 事業者は、利用者の居宅にサービス従事者を派遣し、第３条によって作成された訪問看護計画に基づき、

利用者に対して、別紙【重要事項説明書】に定めた訪問看護のサービスを提供します。 

４． 利用者およびその家族との同意をもって訪問看護計画が変更され、事業者が提供する訪問看護のサービ

ス内容、または介護保険適用の範囲が変更となる場合、利用者およびその家族の同意をもって、新たな

サービス内容を記載した、別紙【重要事項説明書】を作成し、それをもって訪問看護のサービス内容と

します。 
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第６条 （サービス提供の記録） 

１． 事業者は、訪問看護のサービス実施ごとに内容を記録簿に記入し、サービス終了時に利用者およびその

家族の確認を受けることとします。利用者およびその家族の希望があれば、控えをいつでも交付します。 

２． 事業者は、利用者の訪問看護のサービス実施記録簿を作成し、この契約の終了後も２年間保管します。 

３． 利用者およびその家族は、当該利用者にかかる第２項のサービス実施記録簿を、当該事業所の営業時間

内に閲覧できます。 

４． 利用者およびその家族は、当該利用者にかかる第２項のサービス実施記録簿の複写物の交付を受けるこ

とができます。 

 

第７条 （料金） 

１． 利用者は、訪問看護のサービスの対価として、別紙【重要事項説明書】に定める利用単位ごとの料金に

基づき、算定された月毎の合計金額を事業者に支払います。 

２． 事業者は、当月料金の合計額を、明細を請求書に付して翌月１５日前後に利用者に請求します。 

３． 利用者は、当月料金の合計額を、翌月末日までに支払います。 

 

第８条 （料金の変更） 

１． 事業者は、利用者に対して、２ヶ月前までに文書で通知することにより、利用単位ごとの料金の変更（増

額または減額）を申し入れることができます。 

２． 利用者が料金の変更を承諾する場合は、新たな料金に基づく、別紙【重要事項説明書】を作成し、相互

に取り交わします。 

３． 利用者は、料金の変更を承諾しない場合は、事業者に対し文書で通知することにより、契約を解約でき

ます。 

 

第９条 （契約の終了） 

１． 利用者は事業者に対して､２週間の予告期間をおいて文書で通知をすることで、この契約を解約するこ

とができます。ただし、利用者の病変・急な入院など、やむを得ない事情がある場合は、予告期間が２

週間以内の通知でもこの契約の解約ができます。 

２． 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて、理由を示し

た文書で通知することで、この契約の解約ができます。 

３． 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することで、直ちにこの契約の解約ができます。 

① 事業者が正当な理由なく、サービスを提供しない場合 

② 事業者が守秘義務に反した場合 

③ 事業者が利用者やその家族などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合 

④ 事業者が破産した場合 

４． 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することで、直ちにこの契約の解約ができます。 

① 利用者のサービス利用料金の支払いが１ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわら

ず、３０日以内に支払われない場合 

② 利用者またはその家族などが、事業者やサービス提供の従事者に対して、この契約を継続し難いほど

の迷惑行為・背信行為を行った場合 

５． 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

① 利用者が介護保険施設に入所した場合 

② 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 

③ 利用者が死亡した場合 
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第１０条 （訪問看護師の交替） 

１． 利用者は、選任された訪問看護師の交替を希望する場合は、当該訪問看護師が業務上不適当と思われる

事情、若しくは交替を希望する理由を明らかにし、事業者に対し選任された訪問看護師の交替を申し入

れることができます。 

２． 事業者は、訪問看護師の交替によって、利用者およびその家族に対し、訪問看護のサービスを利用する

上で、不利益が生じないように十分に配慮します。 

３． 事業者は、選任された訪問看護師が、体調不良などの理由により訪問できない場合は、代替の訪問看護

師を人選し、利用者およびその家族に連絡します。 

 

 

第１１条 （秘密保持） 

１． 事業者および事業者に従事する者は、サービス提供をする上で知り得た、利用者およびその家族に関す

る秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も継続されます。 

２． 事業者は、利用者およびその家族の有する問題や、解決すべき課題などについて話し合うための、サー

ビス担当者会議において、利用者およびその家族の個人情報を情報共有するために用いることに、本契

約をもって同意したとみなします。 

 

第１２条 （天災及び不可抗力） 

  本契約の有効期間中に自然災害など事業者の責に帰すべかざる事由により、サービスを提供することが

出来なくなった場合には、サービスを行う義務を負わないものとします。  

また、再提供の時期においては、事業者及び利用者双方、状況を確認のうえ安全が確認できており、十

分にサービスの提供が行える状況であるかの判断、および双方の承諾承認において再提供するものとし

ます。 

    

第１３条 （緊急時の対応） 

事業者は、訪問看護のサービスを提供している時に、利用者の病状に急変が生じた場合、またはその他

必要な場合は、速やかに主治医または家族へ連絡するとともに、その他必要な措置を講じます。 

 

第１４条 （賠償責任） 

１． 事業者は、訪問看護のサービス提供にともない、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・

身体・財産に損害を与えた場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、事業者に故意・過

失がない場合はこの限りではありません。 

２． 第１項の場合において、利用者の重過失によって当該事故が発生した場合は、事業者が負う損害賠償額

は減額されます。 

 

第１５条 （身分証携行義務） 

訪問看護のサービス従事者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者またはその家族から提示

を求められた場合、いつでも身分証を提示します。 

 

第１６条 （協議義務） 

利用者は、事業者が訪問看護のサービスを提供するにあたり、可能な限り事業者に協力しなければなり

ません。 

 

 

第１７条 （連携） 

事業者は、訪問看護のサービス提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めます。 
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第１８条 （相談・苦情対応） 

事業者は、利用者およびその家族からの相談・苦情などに対応する窓口を設置し、事業者が提供した訪

問看護のサービスに関する利用者の要望・苦情などに対し、迅速かつ誠実に対応を行います。 

 

第１９条 （本契約に定めのない事項） 

１． 利用者および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

２． この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他関係諸法令の定めるところを尊重し、双方

が誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

第２０条 （裁判管轄） 
この契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、事業者の住所地を管轄する

裁判所を第一審管轄裁判所とすることとし、予め合意します。 

 

第２１条 （24時間対応体制加算、緊急時訪問看護加算） 

 ２４時間対応体制は、より安心した自宅療養が継続できるように休日・夜間含め２４時間３６５日看護

師への連絡が可能な体制であり、また、必要時には２４時間３６５日、緊急時訪問が可能です。 

 

≪２４時間対応体制加算・緊急時訪問加算について≫ 
 

第１条 （２４時間対応体制加算・緊急時訪問加算） 

２４時間対応体制加算は、より安心した自宅療養が継続できるように、事業所の定休日または時間外におい

ても、２４時間３６５日ご利用またはそのご家族の方が、電話等による緊急時の連絡、相談、訪問依頼等を

事業所に行うことができるサービスをいいます。 

緊急の連絡先：０９２－４１０－１１６０ 
 

第２条 （２４時間対応体制加算・緊急時訪問加算の同意） 

ご契約者は、事業者から２４時間対応体制加算について下記の内容の説明を受け、２４時間対応体制加算・

緊急時訪問加算を受けることについて同意しました。 

①事業者が、ご利用者またはそのご家族から電話等により、看護に関する意見等を求められた場合、その求

めに対し常時対応できる体制であること 

②２４時間対応体制加算について料金が発生すること 

 

第３条 （料金等） 

２４時間対応体制加算・緊急時訪問加算の１ヶ月あたりの必要な費用は以下の通りとなります。 

 

＜医療保険＞ 

 

基本利用料 自己負担額1割 自己負担額2割 自己負担額3割 

24時間対応体制加算  6400円 640円 1280円 1920円 

＜介護保険＞ 

 

基本利用料 自己負担額1割 自己負担額2割 自己負担額3割 

緊急時訪問看護加算  5740円 574円 1148円 1722円 

※１ 上記基本料は、毎月定額であり、２４時間対応体制加算に基づく訪問看護サービスの 

ご利用の有無にかかわらず発生します。 

※２ また、２４時間対応体制加算に基づく訪問看護サービスをご利用された場合、 

   ご利用実績に応じ、訪問看護のサービス契約で定められた費用負担が発生します。 
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

事業所又は施設名 うえの訪問看護ステーション 

申請するサービス種類 訪問看護、介護予防訪問看護 

 

措  置  の  概  要 

 

１ 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

 相談・苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。また担当者が不在の時は、基本的な事

項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継ぐようにする。 

 苦情の受付は口頭でも行うが窓口に「苦情・要望箱」を設置し、文書による苦情・要望にも応えられるよ

う対応する。営業日、営業時間以外についても、転送電話、留守番電話で応対し、後日速やかに対応する。 

電 話 番 号 ：  ０９２－４１０－１１６０ 

相 談 担 当 者 ：   永 野  賢 一 

 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

① 苦情があった場合は、直ちに相談担当者が本人または家族に連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに担

当の職員からも事情を確認する。 

② 苦情内容については管理者に報告するとともに、相談担当者が必要があると判断した場合は、事業所の

職員全員で検討会議を行う。 

③ 検討の結果等を踏まえて、必ず翌日までに具体的な対応をする（利用者に謝罪に行く、改善の取り組み

の報告等）。 

④ 記録を台帳（パソコンのデータベース）に保管し、再発防止と今後の改善に役立てる。 

 

３ その他参考事項 

 普段から苦情が出ないよう、利用者の立場に立ったサービス提供を心掛ける。 

① 毎日の朝礼で重要伝達事項の確認を行う。 

② 従業者の資質の向上のための研修機会を確保する。 

・ 新規従業者においては、７日間の研修期間を設け、十分な知識・技能を身に付けたうえで利用

者に対応する。 

・ 全従業者を対象に、職場研修を年１回行う。 

 

４ 公的機関の相談窓口 

  福岡県国民健康保険団体連合会介護保険相談窓口  092-642-7859 

  福岡県介護保険広域連合 粕屋支部        092-652-3111 

志免町 福祉課 高齢者サービス係        092-935-1039 

福岡市博多区 福祉介護保険介護サービス係    092-419-1081 

宇美町 健康福祉課 健康長寿係            092-934-2243 

須恵町 福祉課 高齢者福祉係          092-932-1493 

粕屋町 住民福祉部介護福祉課 高齢者支援係   092-938-0229 

篠栗町 福祉課 高齢者支援係          092-947-1347 

粕屋支部地域包括支援センター          092-976-2334 

太宰府市 健康福祉部介護保健課         092-921-2121 

春日市 高齢課                 092-584-1111 

大野城市 介護支援課 介護サービス担当     092-580-1860 

福岡市中央区 福祉・介護保険課 介護サービス係 092-718-1102 
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       【個人情報の保護に関する取扱いについてのお知らせ】 
 
当ステーションでは、ご利用者が安心して訪問看護を受けられるように、ご利用者の個人情報の取扱いに

万全の体制で取り組んでおります。ご不明な点などございましたら、管理者にお問い合わせください。 

 

○個人情報の利用目的について 

 当訪問看護ステーションでは、ご利用者の個人情報を下記の目的で利用させていただきます。これら以

外の利用目的で使用する場合は、改めてご利用者の同意をいただくようにいたします。 

 

○個人情報の第三者への開示・提供について 

  ・以下の場合を除き、ご本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に開示・提供することはいたしま

せん。 

  （1）法令等に基づく場合 

  （2）国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対

して協力する必要がある場合 

  （3）業務上必要な範囲内で、業務委託先に開示・提供する場合 

 

○個人情報の管理（安全管理措置）について 

  ・個人情報に対する不正アクセス、個人情報の紛失、改ざん、漏洩などを防止するため、適切な安全対

策を講じます。 

  ・個人情報の取扱いを委託する場合は、委託先と安全管理措置の内容を含む適切な契約を締結し、委託

先に対する管理・監督を徹底するなど必要な措置を講じます。 

  ・個人情報の取扱いに関する規定を定め着実に実行するとともに、継続的に改善していきます。 

 

○個人情報の開示・訂正・利用停止について 

  当訪問看護ステーションが保有しているご利用者の個人情報について、開示・訂正・利用停止などの要

請があった場合には、ご本人であることを確認の上、速やかに対応いたします。 

 

 

【法人におけるご利用者の個人情報の利用目的】 
 

訪問看護を実施するため、以下の範囲で個人情報を利用させていただきます。 

 

○訪問看護ステーション内での利用 

  ・ご利用者に提供する訪問看護サービス（計画・報告・連絡・相談等） 

  ・医療保険・介護保険請求等の事務 

  ・事故等の報告・連絡・相談 

  ・ご利用者への看護サービスの質向上（ケア会議・研修等） 

  ・その他、ご利用者にかかる事業所の管理運営業務 

 

○他の事業所等への情報提供 

  ・主治医の所属する医療機関、連携医療機関、ご利用者に居宅サービスを提供するほかの居宅サービス

事業者や居宅介護支援事業所との連携、照会への回答 

  ・審査支払機関へのレセプト提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

  ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

○その他上記以外の利用目的 

  ・看護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

  ・訪問看護ステーションで行われる学生の実習への協力 
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個人情報に対する説明と個人情報の使用に同意します。 

 

【ご利用者】 

住  所   〒     －                                 
 

                                               

 

氏  名                                 ㊞ 
 

 

電話番号    (      )        －             

 

【代筆者】 

住  所    〒     －                                   
 

                                                

  

氏  名                                  ㊞（続柄         ） 

 

電話番号    (      )        －                

 

 

 

【ご家族】 

住  所    〒     －                                   
 

                                                

  

氏  名                                  ㊞（続柄         ） 

 

電話番号    (      )        －                
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サービス契約の結束にあたり重要事項説明書及び契約書を２通作成し、利用者及び事業者が署名押印の上、 

1通ずつ保有するものとします。 

 

【事業所】   

住  所 ：   福岡県糟屋郡志免町志免２－１０－２０ 

事業所名 ：   うえの訪問看護ステーション           ㊞ 

管理者 ：   永野 賢一 

            （介護保険指定番号 第４０６０４９０４３２号）            

 

 

担当者      より、重要事項説明書の内容について説明を受け、了承しました。 

 

令和   年      月      日 

  【加算に関する同意の有無】 

 

   〈介護保険〉 

       緊急時訪問看護加算・緊急時介護予防訪問看護加算に   （同意します・同意しません） 

 

       ターミナルケア加算に                 （同意します・同意しません） 

 

   〈医療保険〉 

       ２４時間対応体制加算に                 （同意します・同意しません） 

 

       訪問看護情報提供療養費加算に             （同意します・同意しません） 

 

       複数名訪問看護加算に                 （同意します・同意しません） 

 

       訪問看護ターミナルケア療養費に            （同意します・同意しません） 

 

 

【ご利用者】 

住  所   〒     －                                 
 

                                               

 

氏  名                                 ㊞ 
 

 

電話番号    (      )        －             

 

【代筆者】 

住  所    〒     －                                   
 

                                                

  

氏  名                                  ㊞（続柄         ） 

 

電話番号    (      )        －                

 


